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※１：金額総額であり、複数の団体等に交付している場合、個々の団体等への交付額等を示すものではありま
せん。なお、当該年度は当初予算額を記載しております。また、前年度決算額について、補助額の確定が未了
のものは、交付件数および交付決定額を外数として（）書きで記載しております。

589,878 276,129 399,186

前年度補助事業
の主な実施概要

1,121,800

平成26年度現在，本市では香椎・臨海東地区において住宅市街総合整備事業を行って
いる。平成25年度は，アイランドシティ内の以下の各共同住宅建設事業に対して，実施
設計費用や，廊下や階段，エレベーターなどの共用部のほか，敷地内の広場や緑地，
通路などの共同利用施設の整備に対して、補助金を交付している。
○センター地区画地C分譲住宅建設事業：共同施設整備費
○センター地区Ｄ３画地賃貸住宅建設事業：実施設計費，共同施設整備費
○照葉３丁目地区画地Ⅱ-1ｂ分譲住宅建設事業：実施設計費，共同施設整備費
○照葉３丁目地区Ⅱ-2分譲住宅建設事業：実施設計費

補助金交付
による効果

優良な住宅整備事業を促進し、快適な居住環境の創出を図ることにより，必要居住面積
の確保などの基礎的な居住水準の向上をはじめ、耐震性能の強化や防犯性の向上、ま
た、緑化をはじめとする環境との共生などの実現に寄与している。

交付状況等
【上段：交付件数】

【下段：決算】
（※１）

終期を延長する
理由

交付対象経費及び
補助金の算定方法等

　
　□　定率

【補助対象経費、補助金額の算定方法・考え方】
◇根拠要綱
　福岡市住宅市街地総合整備事業補助金交付要綱
　社会資本整備総合交付金交付要綱(H22.3.26 国土交通省事務次官通知)
◇対象事業
　①整備計画策定等事業：事業計画作成，まちづくり協議会等活動支援
　②市街地住宅等整備事業：共同施設整備等，公共空間整備等
　③居住環境形成施設整備等：地区公共施設等整備
◇補助率：市の予算の範囲内において，対象事業費のうち，2/3を補助する。
　　※限度額設定あり

（間接補助の場合）
間接補助とする理由
及び再交付先への配

分基準、審査基準

前年度 前々年度

補助金の目的
及び

補助対象事業

快適な居住環境の創出，都市機能の更新，美しい市街地景観の形成，密集市街地の整
備改善等を図り，もって公共の福祉に寄与することを目的とする。
住宅等の整備，公共施設の整備等を総合的に行う事業のうち，交付要綱に定める事業
について，その施行者に対し市が助成を行う。

補助金の終期 平成28 年度 延長回数 0 回

（非公募の場合）
非公募の理由

補助開始年度 平成6 年度 経過年数 21 年度

交付先決定方法 　　□　公募
（公募の場合）

公募時期
通年

（公募の場合）
応募要件

国制度要綱に基づき市長が定め，国土交通大臣の承認を受けた整備計画にて定める土
地の区域内において，補助対象事業となる共同住宅の建設等を行うもの

       補助金調書
補助金名 住宅市街地総合整備事業補助金 担当課

（連絡先）

住宅都市局住宅部住環境整備室
（ＴＥＬ　092-711-4128）

交　付　先
□　個人
□　団体

共同住宅の建設等を行う者 区分 建設費に対する補助金


